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第２回設工認申請書の不備について

【公開版】

第２回設工認申請書の不備について発生事象、

問題点、推定要因、対策を要因分析図として取り

まとめた。  

要因分析・対策検討の元となった各事象の時系

列や具体事象例を参考に添付する。

商業機密の観点から公開できない箇所



第２回 設工認申請書の不備について

昨年12月26日に申請した第２回設工認申請書に係る不備について、調査を実施。

不備の事象として「記載漏れ」、「記載誤り」、「落丁」、「体裁不備」の４ケースに大別され、各事象ごとに事実・問題点、要
因分析検討を実施。結果、「全事象共通」の問題点から下表の「全事象共通の再発防止対策」を策定。

問題点 要因 再発防止対策

全事象共通
（事象一例）
一次評価（簡易評価）
で、判定を満足しない場
合は二次評価（詳細評
価）結果を記載するべき
ところ、二次評価結果を
記載することを失念した。
（記載漏れ）

 作成担当課は、申請目標に対して作業時
間に余裕がなく、申請書の実質的なチェック
ができなかった。

 作成者は、申請書作成の量が多く作業に
追われており、形式的なチェックとなっていた。

 審査者は、申請書作成の量が多く作業に
追われており、形式的なチェックとなっていた。

 課長は、時間もなかったため、作成者・審
査者のチェックの実態を承知しながら承認し
た。

 事務局は、作成担当課の作成進捗状況
（完成見込み等）を鵜呑みにし、申請書
のチェックの実態（どの程度実施している
か）を正確に把握せず、申請までの提出期
限を設定し、一方的な依頼指示を実施。
事務局同様、経営層についても、申請書の
チェックの実態を把握していなかった。

 作成担当課は、正確性より、申請という行
為が大事だという意識があり、時間的に間
に合わない資料のチェックを怠った。

 事務局は、作成担当課のエビデンス資料有無
確認により、申請書のチェックの実態（どの程
度実施しているか）を把握し、経営層に報告
する。
経営層は、積極的に上記報告を事務局に求
め、工程見直しを含む改善指示を行う。

 経営層は、申請書作成から申請までの実施
すべきプロセスの必要性と、申請書記載事項
の重要性（記載不備が及ぼす社会への影
響・重み）について、社員への浸透に取り組む
ことで、作成担当課が、当たり前に実施すべき
行為を確実に実施する。

 第三者（作成担当と別の所属の人）は、作
成担当課の作成者、審査者のダブルチェックが
機能していることを確認することで、当たり前に
実施すべき行為を確実に実施させる。（申請
書とエビデンスとの突合せ結果の抜取確認
等）

上記「全事象共通」に加え各個別事象の問題点・要因から検討した個別対策を策定。



要因分析図 発生

事象

主要な
要因

対策提案箇所
（処理票記載済み）

出来事流れ図で

抽出した問題点

件名： 第2回設工認申請書の不備について （状況レポートID:CR1169356）
第2回設工認申請書（耐震計算書以外）の不備について （状況レポートID:CR1173298）

第２回設工認申請書
の提出後に多数の不
備が確認された。

作成担当課（作成者、審査者）は 終版のPDFではなく、中
間産物の電子媒体によりチェックしていた。

記載漏れ

CRパフォーマンス改善会議で決定予定

【問題点B‐4】
作成担当課（作成者、審査者）は、申請書の 終形態であるPDF
版を用いてチェックを行うべきであったが、PDF版でのチェックで
はなく、別の電子媒体によりチェックした。

終PDFファイルでは、一部情報が印刷範囲外となり、欠落した。

作成担当課は、申請対象設備の耐震計算書を作成するにあたり、
複数のメーカの評価を合本する必要があったが、一部のメーカ
評価を合本しなかった。

【問題点B‐1】
作成担当課は合本することを失念し、当該課はそのミスに気
づくことができなかった。

化学薬品の漏えい評価対象リストと防護区画図の取りまとめ
が、DBは火災・溢水G、SAは重大事故Gとなっていた。
作成担当課は火災・溢水Gに資料を提出し、火災・溢水Gは重
大事故Gと共有し各々が申請書を作成することとなっていた。
作成担当課は評価対象リストと防護区画図に変更があった際
に、火災・溢水Gへは変更の連絡をしたが、重大事故Gへは連
絡をしなかった。
火災・溢水Gは、作成担当課から評価対象リストと防護区画図
の変更連絡があったが、重大事故Gへ設備リストの変更を連
絡しなかった。

対策１

総括責任者は、各課の方で申請書のチェックが実施されている
と思っていた。

作成担当課の審査者は、当該詳細評価結果が記載されてい
ないことに気づけなかった。

作業担当課は、合本した 終版のファイルを確認しなかった。
作成担当課及び取り纏め課は、総数が確認できるツー
ル等を用いて、全ての資料が揃っていることを確認する
こととし、その旨をガイドに反映する。

③複数メーカの設計・解析の諸元情報のうち、一部メーカ分を合本失念（耐震）

①詳細結果の記載失念（耐震）、 ②簡易結果を詳細結果へ記載修正することを一部失念（耐震） 【事例P.1】

作成担当課の作成者は、確認をする時間が十分に確保でき
ず、二次評価の結果を記載が抜けていることに気づけなかっ
た。

総括責任者及び事務局は、申請書の作成状況（実情：チェック
が不十分）を把握していなかった。

事務局は、作成担当課の作成進捗状況（完成見込み等）を鵜
呑みにし、申請書のチェックの実態（どの程度実施しているか）
を正確に把握せず、申請までの提出期限を設定し、一方的な
依頼指示を実施。
事務局同様、経営層についても、申請書のチェックの実態を把
握していなかった。

作成担当課は、早期申請と強く言われているので、実情を訴
えても申請目標は変わらないだろうという思いがあり、事務局
等へ実情を伝えなかった。

【問題点A】
作成担当課は、申請目標に対して作業時間に余裕がなく、申請
書の実質的なチェックができなかった。

・作成者は、申請書作成の量が多く作業に追われており、形式
的なチェック※となっていた。
・審査者は、申請書作成の量が多く作業に追われており、形式
的なチェック※となっていた。
・課長は、時間もなかったため、作成者・審査者のチェックの実
態を承知しながら承認した。

※作成者・審査者はチェックシート上でチェックを跳ねるだけで申
請書の内容の実質的な確認をしなかった。

作成担当課は、必要なチェックができていないという実情を、事
務局等へ伝えなかった。

【問題点B‐2】
作成担当課は、評価対象リストと防護区画図に変更があった
際に、火災・溢水Gだけに連絡すればいいと思っていた。
重大事故Gへ連絡する必要はないと思っていた。

終的にPDF化したものでチェックすることをルール化してい
ない。

作成担当課は、PDF化した後に 終確認することとし、
その旨をガイドに反映する。

事務局は、作成担当課のエビデンス資料有無確認に
より、申請書のチェックの実態（どの程度実施している
か）を把握し、経営層に報告する。
経営層は、積極的に上記報告を事務局に求める。
経営層は、工程見直しを含む改善指示を行う。

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作業する。

作成担当課の作成者及び審査者は、設計確認値を記載すべ
き項目をすべて把握できていなかった。

作成者及び審査者は、設計確認値の記載ルール
を熟知していない。

事務局は、メールによる周知
のみで作成者が理解できると
思い込んでいた。

作成担当課（作成者、担当者、課長）は、期間内でできるチェッ
クをして申請すればいいだろうという思いがあった。

作成担当課は、正確性より、申請という行為が大事だという意
識があり、時間的に間に合わない資料のチェックを怠った。

経営層は、申請書作成から申請までの実施すべきプロセ
スの必要性と、申請書記載事項の重要性（記載不備が及
ぼす社会への影響・重み）について、社員への浸透に取
り組むことで、
作成担当課が、当たり前に実施すべき行為を確実に実施
する。

対策2

事務局は、各課の方で申請書のチェックが実施されていると
思っていた。

問題点A

⑦設計・解析の諸元情報の印刷範囲設定不備（耐震）、文字切れ（強度）

④評価対象設備の記載漏れ（健全性） 【事例P.2】、⑤区画のハッチング漏れ（健全性）

以降は、問題点Aに帰着しない主な問題点、要因が抽出された事例について、個別の事実、問題点等を記載する。

【問題点A】
作成者は、申請書作成の量が多く作業に追われており、形
式的なチェック※となっていた。
※チェックシート上でチェックを跳ねるだけで申請書の内容の
実質的な確認をしなかった。

作成担当課の課長は、作成者及び審査者が確実にチェック
を実施していることを確認しなかった。

作成担当課は計算書に一次評価（簡易評価）で、判定を満足
しない場合は二次評価（詳細評価）結果を記載するべきところ、
二次評価結果を記載しなかった。

【問題点A】
審査者は、申請書作成の量が多く作業に追われており、形
式的なチェック※となっていた。
※チェックシート上でチェックを跳ねるだけで申請書の内容の
実質的な確認をしなかった。

【問題点A】
課長は、時間もなかったため、作成者・審査者のチェックの実
態を承知しながら承認した。

⑥公称値／設計確認値の並記漏れ（仕様表） 【事例P.3】

第三者（作成担当と別の所属の人）は、作成担当課の作
成者、審査者のダブルチェックが機能していることを確認
することで、当たり前に実施すべき行為を確実に実施さ
せる。
（申請書とエビデンスとの突合せ結果の抜取確認等）

対策3

取り纏め課は、変更が生じた場合に、作成箇所と取り
纏め課との連絡方法や運用を予め取り決めておく。
（今回の事例で言うと、所管→重大事故Gと火災・溢水
Gの双方へ連絡するよう決めておく）

記載漏れの事象例

①詳細結果の記載失念（耐震）
②簡易結果を詳細結果へ記載修正することを一部失念（耐震）

③複数メーカの設計・解析の諸元情報のうち、一部メーカ分を合本失念

（耐震）
④評価対象設備の記載漏れ（健全性）
⑤区画のハッチング漏れ（その他）
⑥公称値／設計確認値の並記漏れ（仕様表）

⑦設計・解析の諸元情報の印刷範囲設定不備（耐震）、文字切れ

（強度）
⑧耐震計算書に記載すべき機器の抽出不足（耐震）
⑨記載すべき詳細結果を勘違いにより削除（耐震）

・注記の記載漏れ（仕様表、設定根拠）
・ 高使用圧力及び温度の記載漏れ（仕様表、設定根拠）
・配管径の記載漏れ

・配管紐付け表への配管抽出不足（図面）

・作成者は、配管溶け込ませ機器の仕様を記載しなかった。（仕様表）

・作成者は、EFDから主配管を抽出する際に抜き出す対象の配管を

見落とした。（仕様表）

対策4

変更が生じた場合の連絡方法が、取り纏め個所と作成担当
課で認識が共有できていなかった。

対策5

対策6

対策7

（１／３）

【問題点B-3】
事務局は、メールによる周知のみで作
業説明会を実施しなかった。
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件名： 第2回設工認申請書の不備について （状況レポートID:CR1169356）
第2回設工認申請書（耐震計算書以外）の不備について （状況レポートID:CR1173298）

CRパフォーマンス改善会議で決定予定

⑩底が平板の容器について、平板を主要材料として記載しなかった（仕様表） 【事例P.5】
⑪管台の抽出方法の理解不足（仕様表）

対策8⑨記載すべき詳細結果を勘違いにより削除（耐震） 【事例P.4】
【問題点B‐6】
作成担当課は、申請直前に急遽修正が必要となったため、記
載内容を理解している担当者ではなく、別の担当者が確認を
取らずに修正対応を実施した。
（当該箇所の前後ページにおいて着色箇所の表がなかったこと
から当該着色部の表は不要と誤認し、本来必要な評価結果欄
を削除した。）

作成担当課及び取り纏め課は、総数が確認できるツー
ル等を用いて、全ての資料が揃っていることを確認する
こととし、その旨をガイドに反映する。

記載誤り

作成担当課は、申請書上に不要な情報があると機器耐震G
から指摘されて修正する際に、指摘された範囲外の必要な
情報も削除した。

急遽の修正対応であっても、記載内容を理解している
担当者が、内容を確認する。

【問題点B‐5】
作成担当課は、作成対象機器の評価結果の一部の記載が
漏れたまま、申請した。

作成担当課は、評価対象範囲を把握している課員と作成者
との連携が不足し、評価対象の抜け漏れ確認を怠った。

【問題点C‐5】
作成担当課の作成者は、申請書ドラフト作成後、 新の設計
進捗を申請書に反映しなかった。

作成担当課の作成者は、 新設計を申請書に反映すること
を失念した。

【問題点C‐2】
作成担当課の作成者は、従来応答加速度の値が水平と鉛

直の大きい方の値を適用すべきところ、誤って設計図書の

SRSSした数値で申請書を作成した。

作成者は、設計図書に記載の数値の意味を理解していな
かった。

【問題点C‐4】
作成担当課は、再処理施設本体申請に記載すべき耐震影響
評価をF施設申請側に記載した。

作成担当課は、耐震影響評価をF施設申請書にだけ記載す
ればよいと思い込んでいた。

【問題点A】へ

【問題点C‐3】
作成担当課の審査者は、従来応答加速度の値が水平と鉛

直の大きい方の値を適用すべきところ、誤って設計図書の

SRSSした数値で確認した。

審査者は、設計図書に記載の数値の意味を理解していな
かった。

【問題点C‐1】
事務局は、メールによる周知のみで作業説
明会が実施されず、ルール周知が適切に実
施できていなかった。

作成担当課の作成者は、定めら
れたルールの解釈を誤っていた。

事務局は、解釈を誤る不明確
なガイドを作成していた。

事務局は、メールによる周知のみで作業者が理解できる
と思い込んでいた。

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作業する。

申請書の数値類のチェックの観点・ポイント（判定基準
と算出結果の比較、評価対象の抜け漏れ確認、修正し
た箇所の確認、様式や設計図書が 新であること、
終チェックはＰＤＦで行うこと）を明確にするようガイドに
反映する。

作成担当課は、申請書案を修正した後には、本来再度申請書
のチェックプロセスを実施する必要があったが、しなかった。

問題点A

⑧耐震計算書の一部の評価結果の記載漏れ（耐震）

記載誤りの事象例

⑩底が平板の容器について、平板を主要材料として記載しな

かった（仕様表）

⑪管台の抽出方法の理解不足（仕様表）

⑫設計図書の読取解釈の理解不足（耐震）

⑬再処理本体申請に記載すべき内容を、F施設申請に記載し、

記載箇所誤り（耐震）

⑭記載内容の 新化を失念

新解析結果の反映を失念（耐震・強度）

溢水防護の区画番号等 新の設計情報の反映を失念（仕様表、健全

性）

水供給設備の吐出圧力の未反映（設定根拠）等

・設計図書からの転記ミス（耐震・強度）
・設計図書の数値の読み間違い（5.6を5.8と読み間違えた）（仕様表）
・中表紙の誤記（設定根拠）
・ 高温度を 高使用温度と誤記（設定根拠）
・機器名称，配管径の転記ミス（設定根拠）

・配管紐付け表／公差表の添付要否の理解不足（図面）

・構造図に記載する数値等理解不足（図面）

・インデント、半角・全角の記載ミス（設定根拠）等

作成担当課の審査者は、申請書が 新設計に基づいた記
載となっていないことに気づけなかった。 問題点A

⑫設計図書の読取解釈の理解不足（耐震）【事例P.6】

⑬再処理本体申請に記載すべき内容を、F施設申請に記載し、記載箇所誤り（耐震）

⑭記載内容の 新化を失念（仕様表、設定根拠、健全性、耐震、強度）

対策4

対策6

対策9

作成担当課は、耐震影響評価について、F
施設側は再処理本体を呼び込む構成とす
ることを理解していなかった。

（２／３）



要因分析図 発生

事象

主要な
要因

対策提案箇所
（処理票記載済み）

出来事流れ図で

抽出した問題点

件名： 第2回設工認申請書の不備について （状況レポートID:CR1169356）
第2回設工認申請書（耐震計算書以外）の不備について （状況レポートID:CR1173298）

CRパフォーマンス改善会議で決定予定

【問題点D‐2】
取り纏め課が合本作業をする際に各施設課が作成した資料
が全て揃っていることを確認できる術・ツールや各課への確
認する時間がなかった。

落丁

様式不備

様式不備の事象例

・評価NG結果と詳細結果の併記（耐震）
・記載位置他体裁不備（耐震）
・旧verの資料を取り纏め課に提出（耐震、強度）

【問題点D‐1】
作成担当課が取り纏め課に提出する資料に漏れがあった。

作成担当課と機器耐震Ｇは、それぞれの合本の際に、必要
な機器全ての計算書が揃っていることを確認することができ
なかった。（機器全ての計算書が管理できるようなツールが
なかった。）

取り纏め課は、従前の記載ルール・様式等から変更が
ある場合や、現行の記載では記載不統一となる可能性
がある場合は、当該図書の記載様式・記載方法等をま
とめた要領等を作成し、作成関係者で共通認識のもと
作成する。

【問題点E‐1】
取り纏め課が 終FIXした様式・記載ルールを纏めて、各課
へ周知すべきところ、周知できていなかった。

取り纏め課は、様式や記載方法について変更の都度、変
更の箇所のみの周知により各施設課の申請書作成はでき
ると考え、 終版のルール一式は周知はしなかった。

取り纏め課が、初回計算書様式提示後、各施設課レ
ビューにより、部分的な修正箇所が多発し、全体を通して
の 終FIX版を関係者へ提示できず、各資料作成者へ十
分に共通認識の浸透を図ることができなかった。

作成担当課及び取り纏め課は、総数が確認できるツー
ル等を用いて、全ての資料が揃っていることを、双方が
確認することをガイドに反映する。

【問題点A】へ

【問題点A】へ

作成担当課は作成すべき機器の漏れに気づかなかった。

取り纏め課は作成すべき設備、リストの漏れに気づかなかっ
た。

【問題点D‐3】
作成担当課は申請書案が 終的に合本された状態を確認
して、落丁を発見できなかった。

作成担当課は、時間に余裕がなく、申請書案が 終的に合
本された状態で、十分な確認ができなかった。

作成担当課は、申請書一式合本後、申請書の落丁や
製本順の問題ないかの観点で 終確認を実施する。

作成担当課は、様式変更について、 終ＦＩＸ版を通知した
が、様式の考え方については周知していなかった。

落丁の事象例

・強度計算書別紙の落丁（自然現象）

・DBとSA兼用設備のSA分としての評価の合本失念（耐震）

・排風機等の取付ボルト耐震評価書（2/2分）の合本失念（耐震）

・ガラス溶融炉他の1.2Ss評価合本失念（耐震）

・分電盤の耐震評価合本失念（耐震）

・直管部標準支持間隔の別紙合本失念（耐震）

・ポンプの動的機能維持評価の合本失念（耐震）

・耐圧強度計算書の落丁（強度）

ガラスの代替安冷（図面）

・機器（一部）、配管（一部）、可搬型設備（計器）の記載

漏れ（設定根拠）

・技術基準要求機器リストの作成漏れ（設定根拠）

・2‐a設備の記載漏れ（設定根拠）

対策4

取り纏め課が、合本作業をする際に各施設課が作成した資
料が全て揃っていることを確認しなかった。

取り纏め課は、全て揃っていることを確認でき
る術・ツールがなく、作成担当課から提出完了
連絡があったため、全て提出されていると思い
込んだ。

対策10

対策6

（３／３）
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記載漏れ：評価対象設備の記載漏れ（健全性）

第2. 6. 2. 3-1表 化学薬品の漏えい評価対象の重大事故等対処設備リスト(4/49)
前処理建屋

常設／設備区分 機器名称 可搬

呂吊云立n、
前処理建屋排気系 主配管（建屋換気系， 代替換気系）

氾吊云奴几

呂吊含立n、
代替換気設備 主配管（代替換気系）

邑吊号認几

可搬

代替安全冷却水系 可搬型建屋内ホ ー ス 可搬

可搬

代替換気設備 可搬型排風機 可搬

代替換気設備 可搬型フィルタ 可搬

可搬

代替安全圧縮空気系 可搬型建屋外ホ ー ス 可搬

可搬

可搬
代替安全圧縮空気系 可搬型建屋内ホ ー ス

可搬

` -` -` -、 ーら蛙I 

（
｀ →｀- ` 

電気設備 4 4 可搬型電源ケ ー ブル 入 LL
ー入ー入ー一ノ

H」1取
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第2-4表
記載設備と 化学薬品の重複有無 防護区画〇：重複有
x ：重複無
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高さ＊1
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記載漏れ：記載すべき詳細結果を勘違いにより削除（耐震）

1. 取り纏め課が作成課へ指摘時の状態

， 

2. 申請時の状態

剛体設備

動的機能維持

非常用電源廷屋

被勤滉

s s 
No 機器名称

水平方向

評価用加速度 機能確認済加速度

1 燃料油移送ポンプ 0. 57 

2 ディ咤•9機 関A,B 0.74 1 
1 
8

1（ガ（機パ関ナ璽取心付位位
置

置
） ） 

3 冷却水循環が97•A,B 0.69 3 21
（軸

4（直
軸

角
方

方
向）向

）

全て許容限界以下であるので十分な耐震性が確保される

3. 正しい状態

い• I い（●闊重9位置）
L●（ガ:;;諏付位置）＇ ゜�5

）�2（●●角方内）
""嵐bH)

・エ ●●噸＂

鉛直方向

評価用加速度 機能確認済加速度

0.39 

05 10 

0.47 10 

（単位：X9.8m/s2)

原勧機

s s 

水平方向 鉛直方向

評価用加速度 機能確認済加速度 評価用加速度 機能確認済加速度

057 4 7  039 1 

／ ／ ／ ／ 
0 69 4 7 0 47 10 

削除した状態で提出







No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

`,J 

翫的機能維持

前処理建屋

要因分析図では問題点Aとして整理される事象例

記載の誤り：設計図書からの転記ミス（耐震）

被動機

s s 
機器名称

水平方伺 鉛直方向

評価用加速度 機能確毬済加速度 評価用加速度 機能確毬済加速度

排風機

排風機

建屋排風機A, B 

セN排風機

溶解槽セル排風機

安全冷却水lA芯'97'

安全冷却水[B広97` I

安全冷却水2がンプ

全て許容限界以下であるので十分な耐

（誤）―\ （正）
（軸直角方向）→ （軸直角方向）
（軸方向） （軸方向）

（単位： X9. 8m/sり

原動機

s s 

水平方向 鉛直方向

評価用加速度 機能確認済加速度 評価用加速度 機能確認済加速度

1 / 1ページ
23383 



設計図書の数値の読み間違い（仕様表）



記載誤り：構造図に記載する数値等理解不足（図面）

く

国

g

2

ー

ろ材

ケ ー シング

記号 名 称

部 品 表

（単位：mm) 第2. 5. 5. 1. 6-22図
可搬型フィルタ (9906-F71) の構造図

“つ 52123 



記載誤り：溢水防護の区画番号等最新の設計情報の反

映を失念（仕様表）

(3)主要弁

--------

名称

種類

最高使用圧力 MPa 

最高使用温度 ℃ 

呼び径＊3

主要寸法 弁箱厚さ mm 

弁ふた厚さ mm 

升ム相栖
＊4

主要材料
弁ふた

駆動方法

個数

変更前

主要弁

 *1

止め弁

4 

変更後

変更なし

誤 正

系統名（ライン名） 溶解設備 ＊2
→ 

→ 

設置床

溢水防護上の

区画番号

取付箇所 溢水防護上の

配慮が必要な高さ

化学薬品防護上の

区画番号

化学薬品防護上の

配慮が必要な高さ

T. M. S. L m *2

1 
-

>

y 

y 

y 

-*6

-*6

— ¢
ヽ Y Y Y 、 Y Y

― 

T. M. S. L. m以上

入 入 入 入 入 入 入 」
- -- -- - - --

注記 ＊1 :記載の適正化を行う。 既設工認申請書には「可溶性中性子吸収材緊急供給弁

)」と記載。

*2:既設工認申請書に記載がないため記載の適正化を行う。 記載内容は， 設計図書

による。

*3:記載の遥正化を行う。 既設工認申請書には「寸法（呼び径A)」と記載。

*4:記載の適正化を行う。 既設工認申請書には「材料（弁箱）」と記載。

*5:当該設備は， その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため， 最高使用圧

ロー仕ー82

} 
） 

4 

,― •

呼o



設備ごとの影響評価の実施内容及び評価結果（機能維持） （第六条） 言已葡樟呉り：最接斤角早木斤紺渇忌0)反直央を：失兎表（而捐曼）

N-2 再処理施設の耐震性に関する計算善 影馨評価結果 ＊1

簡易評価 (5) 詳細評価

評価用 機能確認 固有周期 (3) (4) 
添付書類番号 機器名称 部材 加速度 済加速度

(s) 
*2 設計用 隣接影馨 加速度 評価用

(G) (G) 地震力 地震力 (1) (2) 評価用 評価用 加速度 応力比
(G) (G) 

比率 加速度 応力比 加速度 応力比 (G) 
(G) (G) 

1次 0. 115 
2次 0. 079 

N-2-1-2-3-1 
3次 0. 063 

弁 主要弁 (7122-WOOl) 水平 3. 1 6 4次 0. 062 3. 09 3. 87 I. 26 3. 906 0. 65 
5次 0. 061 

(11次
0. 050) 

1次 0. 094 
2次 0. 087 

N-2-1-2-3-1 
3次 0. 083 

弁 主要弁 (7122-WOOZ) 水平 4. 3 6 4次 0. 069 3. 09 3. 87 I. 26 5. 418 0. 90 
5次 0. 069 

(18次
0. 050) 

N-2-1-2-1-2 ディ ーゼル機関 水平 0. 72 1. 1 0. 05以下 0. 87 0. 94 I. 09 ゜ ゜ 0. 79 0. 72 ／ ／ ／ ／剛体設備
N-2-1-2-1-2 同期発電機 水平 n ヤ

‘

) -r""'I 1. 1 0. 05以下 0. 87 0. 94 I. 09 ゜ ゜ / ／ ／ ／ 剛体設備 ヽ. "'( Y v. Y' 、 て• OY 

y |. 

［
4 

I I ン 1--<

]
I 1次 0. 114 l 

ン 1.-< ン·

＇ 2次 0. 105 l 
N-2-1-2-3-1 水哨ン I-< 6 

3次 0. 092 ン· 、
弁 主要弁 (7183-W007) 4. 7 I 4次 0. 085 2. 49 3. 37 I. 36 -l 6. 392 1. 07 

j
ン I-< 5次 0. 074 ン

I (18次 l
ンン I-< 0. 050) 

I しン 1--< 1I l 
ヽヽ• ‘’ 

1
1 

し I l 
1--< ン

I 誤 正 l ンン

：：尽
1次 0. 114 

｝ン 2次 0. 105 4.7 →2.8 ／ 
/ 

N-2-1-2-3-1 主要弁 (7183-W013) 水

て

4. 7 I 6 吝5次 0. 074 、 6.392→3.81 ン/
l 6. 392 1. 07 弁

ー
ン1--< 
l I 

IA (18次 1.07→0.64 ン

I 0 050) l ンン 1--< 賃

I 

｝ 入� 入

L ン ‘‘

入 入 ノ 入 入 ノ

3972 



落丁：強度計算書別紙の落丁（自然現象）

当該別紙l式

整丁
VI-1-1-1-4-4-2-1

別紙

使用済燃料収納キャスクヘの

巴 評価結果（波及的破損）

1 2 










